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回私の家系図
家系図を以下の図にあてはめていきましょう 。

父方のおじ•おば 母方のおじ•おば

わたしの兄弟

おい ・ めい

自分

子と子の配偶者

配偶者

※わかる範囲で書いてみましょう。
※自分の出生から現在までの戸籍を

用意しておくと良いでしょう。

義理の兄弟

義
母

おい ・ めい

もしもの時の連絡先
この「わが家」の終活ノ ー トを読んでほしい人などを書きましょう
『

名前とあなたとの関係 住所・電話番号
（フリガナ） T 

あなたとの関係（ ） を

（フリガナ） T 

あなたとの関係（ ） を

（フリガナ） T 

..あなたとの関係（ ） 合

◎囚ぁなたのお住まいについて（記入表）

(1)どのような不動産があるか調べる

土地と建物の所在地と地番は法務局で発行している登記事項証明書（登記簿）に記載
されているものを書きましょう。複数人で所有している（共有）場合は、持ち分（所有割合）も
書きましょう。誰と共有しているかも把握しておきましょう。
土地を借りている場合などは、建物の備考欄にその旨を記載し、契約書などがあるか、登記
の有無等の確認をしましょう。
また、近所の方との申し合わせ事項などがあれば、P.16に記入しておきましょう。

(2)書類の確認（一例）
,

9 

答えが書いてある書類 専門家に知りたいこと ※自宅にない場合の取寄せ先 お願いする場合
土地・建物が誰の名義か ●登記事項証明書

知りたい ●公図、地積測量図
司法書士※お近くの法務局(P.26)

地番を知りたい ●登記済書 土地家屋調査士
●権利証 (P.25) 

面積を知りたい ●境界確定図（土地）

他に所有している 固定資産税の納税通知書 /※市区町村の固定資産税担当課
土地建物があるか

/知りたい 固定資産課税台帳、名寄帳
※市区町村で閲覧

゜ ゜
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困任意後見制度
●本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に

備える制度です。
●あらかじめ自分が選んだ代理人（任意後見人）に、将来自分の判断能力が衰えたときから

自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についての代理権を与える契約（任意
後見契約）を公証人の作成する公正証書で結んでおきます。（公証役場P.26参照）

●任意後見人を親族以外の第三者に依頼することも可能ですので、身寄りのない方が利用
することも可能です。

匡l 遺 言

●遺言とは、自分が死亡したときに財産をどのように分配するかについて、最終の意思を明ら
かにするものです。遺言には主に、自筆証書遺言と、公正証書遺言があります。

●遺言がある場合、原則として、遺言者の意思に従った遺産の分配ができます 。
●遺言の内容を実現するためには原則として遺言執行者が必要です 。

困死後事務委任契約
●自分の死後の事務（生前・死後の諸費用の支払い、借りている家などの明け渡しや葬式の

施行など）を委任する契約です 。
●特に身寄りのない方や親族がいても頼ることが難しい方については上記でご紹介した遺

言や任意後見契約と併せて行っておくと有効です 。

匹m ～任意後見契約と遺言の作成を同時に行い不安解消～ 1

Aさん(85歳）は夫に先立たれて 一人暮らしですが、3年前から施設に入居して
います。また、子供はいません 。親族としては甥2名と姪1名がいて、甥とは疎遠になっ
ていますが、姪は時々施設に顔を出してくれています。

Aさんは最近物忘れがひどくなったことから認知症を心配し、信頼のできる知人
を受任者とする任意後見契約を締結し、更
に、姪に全財産（自宅と預金）を相続させる
遺言を作成しました 。
これによって、Aさんは生前の認知症の悩
みと、死後の相続揉め・空き家放置の悩み
をいずれも解決できました 。

団不動産の活用方法・不動産活用で利用できる制度の例
(1) セーフティネット住宅

住宅セ ー フティネット制度は、民間の空き家・空き室を活用して、住宅確保要配慮者（※）の
入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的として、平成29(2017)年に設立され
た制度です。

賃貸住宅をセ ーフティネット住宅として登録すると、全国版のHPで情報が掲載されるほか、
県・市町等からの情報提供、居住支援法人等による入居サポ ー ト や見守りサー ビス等を
受けることができます。また、改修等の際に公的な支援を受けられる場合があります。

セ ーフティネット住宅として活用するためには、耐震性、床面積、設備等の条件があり、事前
に県又は宇都宮市の登録を受ける必要があります。

※住宅確保要配慮者とは
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者、新婚世帯、UI」タ ー ンによる
転入者、性的マイノリティ、外国人等の、住宅の確保に配慮が必要な方です。

|、O セ ー フティネット住宅 1,口I ► https://www.safetynet-jutaku.jp
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◆栃木県住生活支援協議会とは

「栃木県住生活支援協議会」は県民一人ひとりが真に豊かさを
実感できる住生活を実現していくため、行政機関と関係団体等の

有機的な連携による協力体制を構築し、住宅セ ー フティネットの
機能向上および世帯構成に応じた住み替えの推進 等を図っていく

ことを目的に、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の
促進に関する法律（住宅セ ー フティネット法）に基づき設立された
法定協議会です。

◆主な活動内容

●構成員間の意見・情報交換

●要配慮者向けの民間賃貸住宅等の情報発信

●居住支援法人によるサ ー ビス（安否確認、住宅相談等）の紹介

●住宅相談窓口の設置

詳しくは I 栃木県住生活支援協議会

問い合わせ先

栃木県県土整備部住宅課
午前9時から午後5時（土8祝日を除く）

〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20
TEL.028-623-2484 FAX.028-623-2489 
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